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一
本
書
は
昭
和
十
八
年
よ
り
終
戦
時
（
昭
和
二
十
年
八
月
)
ま
で
の
期
間
に
お
い
て

本
省
所
管
事
務
の
う
ち
、
伺
、
照
会
、
囮
答
、
町
釦
な
ど
か
ら
例
規
と
な
る
べ
き
文

書
を
し
ゅ
う
集
し
て
執
務
上
の
参
考
に
資
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

れ

い

き

．

る

h
．
さ
ん

本
例
規
類
纂
も
囮
顧
す
れ
ば
明
治
三
十
年
に
創
刊
さ
れ
た
の
で
ナ
が
、
本
書
を
以

1
 

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
然
し
本
書
の
主
旨
は
終
戦
教
育
事
務
処
理
提
要

~.0 

て
終
刊
す
る

（
文
部
行
政
資
料
）
と
し
て
継
続
さ
れ
て
い
主
す
こ
と
を
付
言
し
ま
す
。

さ
く

h
ん

-‘――
-
1
-

一
本
書
の
編
纂
は
、
既
刊
の
例
規
類
纂
と
の
関
連
上
や
索
弓
の
便
宜
な
ど
を
考
慮
し

て
、
前
例
に
準
じ
ま
し
た
。

昭

和
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年

一

1
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月
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0
重
要
美
術
品
等
ノ
認
定
謹
一
一
名
勝
天
然
紀
念
物
ノ
指
定
事
務
停
止
ー
一
闊
ス
．
JV

件

丑
鱈
年
1-

百
f'
四
畔
各
地
方
長
官
（
樺
太
ヲ
除
ク
）
へ
文
部
次
官
通
牒
）

今
般
決
戦
下
行
政
事
務
ノ
整
理
簡
捷
化
―
―
闊
シ
客
年
十
二
月
十
四
日
閣
議
ノ
決
定
―
―
基
キ
本
省
所
管
事
務
中
標
記
ノ
事
務
ぐ
一
月
七
日
ョ
．

リ
常
分
ノ
内
之
ヲ
停
止
可
致
コ
ト
ト
ナ
リ
タ
ル
ニ
付
御
了
知
相
成
度
従
テ
右
―
―
開
ス
ル
新
タ
ナ
ル
認
定
蚊
―
ー
指
定
ノ
申
請
《
之
ヲ
受
付
ザ

ル
方
針
二
有
之
又
名
勝
天
然
紀
念
物
ノ
仮
指
定
モ
本
省
ョ
リ
何
分
ノ
指
示
有
之
迄
御
見
合
相
成
様
致
度
但
シ
既
ー
ー
認
定
叉
《
指
定
及
仮
指

定
セ
ラ
レ
ク
ル
物
件
/
保
存
管
理
ノ
事
務
2

停
止
七
ズ
依
然
織
績
ス
ル
モ
ノ
ー
ー
付
其
ノ
保
存
一
＿
闊
シ
テ
盆
退
漏
無
之
様
致
度
依
命
此
段
通

牒
ス追

而
史
蹟
指
定
及
保
存
管
理
ノ
事
務

2
怜
止
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
従
前
通
織
績
ス
ル
モ
ノ
ー
ー
有
之
叉
重
要
美
術
品
等
蚊
―
ー
名
勝
天
然
紀
念
物

ー
ー
付
テ
モ
本
省
―
―
於
テ
調
査
完
了
摘
一

j

シ
テ
昆
下
詮
議
中
ノ
モ
ノ
ノ
認
定
姉
―
ー
指
定
ハ
適
常
考
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致
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念
申
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